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   掛川市もったいないを合言葉にカーボンニュートラルを推進する条例 

 現在、地球上では温暖化が深刻化し、各地で気象災害が多発している。地球環境を守るためには、 

二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現を 

目標として、今、私たちにできることを学び、行動に移すことが重要である。 

 本市は、令和２年７月に内閣府の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されたことから、今後、ＳＤＧｓ 

を推進するため積極的な温暖化対策に取り組まなければならない。 

 そこで、私たち市民は、「もったいないを考える日」を設け、資源と経済の好循環の達成に向け 

た取組を推進するとともに、環境に関する意識と行動の変革を進め、カーボンニュートラルを目指 

した持続可能な社会・経済の構築を実現するため、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、カーボンニュートラルを推進するため、省エネ、省資源等に関する基本理念 

 を定めるとともに、市民等、事業者及び市の責務を明らかにすることにより、もって資源と経済 

 の持続可能な循環型社会の実現を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) もったいない 次に掲げる行為又は事実を惜しいと感じる心的状態をいう。 

  ア 資源を無駄にすること。 

  イ 資源が無駄にされている現状を知らないこと。 

  ウ 資源が無駄にされている現状を知らない人にその情報を伝えないこと。 

  エ 資源を無駄にしないための行動を起こさないこと。 

 (2) カーボンニュートラル 二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出量を減らすとともに、植林 

  等により温室効果ガスの吸収量を増加させることで、実質的に温室効果ガスの排出量をゼロに 

  することをいう。 

 (3) もったいない運動 もったいないを合言葉に、省エネ、節電、節水、食品ロスの削減、資源 

  化等の促進によるごみの排出量削減その他脱炭素につながる取組及び情報発信等により、カー 

  ボンニュートラルの実現を目指す運動をいう。 

 (4) 市民等 市内に住所を有する個人及び法人その他の団体（事業者を除く｡)並びに市内に通勤 

  し、又は通学する個人をいう。 

 (5) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。 

 （基本理念） 



- 3 - 

第３条 市民等、事業者及び市は、もったいないを合言葉に、省エネ、省資源、資源化の促進その 

 他持続可能な循環型社会の形成につながる行動に努めるものとする。 

 （もったいないを考える日） 

第４条 この条例の理念に基づき、市民等、事業者及び市がともに、もったいない運動を行動に移 

 す契機とする日として、もったいないを考える日を設ける。 

２ もったいないを考える日は、毎月９日とする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民等は、第３条に定める基本理念にのっとり、もったいない運動を実施するよう努める 

 ものとする。 

２ 市民等は、市、事業者及び他の市民等が実施するもったいない運動に参加し、及び協力するよ 

 う努めるものとする。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、第３条に定める基本理念にのっとり、従業員及び他の事業者と相互に連携を図 

 りながらもったいない運動を実施するとともに、もったいない運動を積極的に推進するよう努め 

 るものとする。 

２ 事業者は、市、市民等及び他の事業者が実施するもったいない運動に積極的に参加し、及び協 

 力するよう努めるものとする。 

 （市の責務） 

第７条 市は、もったいない運動の推進、普及及び啓発に努めるものとする。 

２ 市は、市民等及び事業者が実施するもったいない運動を支援するよう努めるものとする。 

３ 市は、市民等及び事業者が実施するもったいない運動の活性化を図るため、他の地域等におけ 

 る事例を調査するとともに、情報提供に努めるものとする。 

４ 市は、市民等及び事業者が実施したもったいない運動に関する取組の状況を取りまとめ、これ 

 を公表するものとする。 

 （人材育成） 

第８条 市は、もったいない運動を推進するため、研修会、交流会等を実施して職員の意識向上を 

 図るとともに、学校等と連携を図り、人材の育成に努めなければならない。 

２ 市民等は、もったいない運動を推進するため、家庭又は地域における環境活動の場において、 

 率先して行動できる人材の育成に努めるものとする。 

３ 事業者は、もったいない運動を推進するため、専門部署の設置、関係事業者等との連携を図り、 
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 従業員等の人材の育成に努めるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


